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第１節 計画策定の趣旨                            

わが国では、死亡率の低下に伴う平均寿命の伸びと少子化の進行により急速に高

齢化が進展しております。内閣府の令和５年度版高齢社会白書によると、高齢者の

割合は29.0％で、国民の４人に１人以上が65歳以上の高齢者となっております。最

も多い年齢層である、いわゆる「団塊の世代」は、令和７年（2025年）に75歳以上

の後期高齢者となり、介護が必要な認定者も増えていくものと予測されます。 

介護保険制度は、誰もが生きがいに満ちた老後を迎えるために、保健・医療や福

祉サービスの総合的・一体的な提供システムを確立し、社会全体で介護を支えてい

く仕組みとして、平成12年度から施行されました。 

平成18年度には、制度の持続可能性の確保と、明るく活力ある超高齢社会の構築

等を基本的視点として予防重視型サービス、「地域支援事業」や「介護予防給付」

「地域密着型のサービス」など新たなサービスが導入されその役割は重要性を増し

ています。 

一方、当町の高齢化は全国平均を上回るペースで進んでおり、令和５年11月現在

65歳以上の高齢化率は51.8％（２人に１人）、75歳以上の後期高齢者は28.5％（４

人に１人）となっており、それに伴い増加が見込まれる認知症高齢者や医療ニーズ

の高い高齢者、単身・高齢者のみ世帯への対応が課題となっています。 

当町では、令和２年３月に令和３年度から令和５年度までの３年間を計画期間と

する「第８期福島町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定し、高齢者保

健福祉施策を総合的に推進してまいりました。 

令和６年度から令和８年度までを計画期間とする本計画は、これまでの計画の進

捗状況などを踏まえつつ、令和７年度に「団塊の世代」の75歳以上となること、令

和22年には「団塊ジュニア世代」が65歳以上となることを考慮し、高齢者が豊かに

いきいきと暮らせる地域共生社会を目指して、新たに「第９期福島町高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画」を策定するものです。 

 

  

第１章 計画の目的 
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第２節 計画の位置付け                            

 本計画は、老人福祉法第 20条の８の規定による「老人福祉計画」と介護保険法第

117条の規定による「介護保険事業計画」を総合的・一体的に策定した計画でありま

す。 

計画の策定にあたっては、「第６次福島町総合計画」及び「第３期福島町地域福祉

計画」に掲げる基本方針や目標に沿うものとしながら、国の基本指針及び「北海道

高齢者保健福祉計画・介護保険事業（支援）計画作成指針」並びに当町が策定した

各種計画との整合性を図り策定するものであります。 

 

＜計画関係法令抜粋＞ 

 

  
■ 老人福祉法 ■ 
 

（市町村老人福祉計画） 

 

第２０条の８ 市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業

（以下「老人福祉事業」という。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市町

村老人福祉計画」という。）を定めるものとする。 

 

７ 市町村老人福祉計画は、介護保険法第１１７条第 1項に規定する市町村介護

保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。 

■ 介護保険法 ■ 

 

（市町村介護保険事業計画） 

 

第１１７条 市町村は、基本指針に即して、３年を１期とする当該市町村が行う

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保

険事業計画」という。）を定めるものとする。 

 

６ 市町村介護保険事業計画は､老人福祉法第２０条の８第１項に規定する市町

村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。 
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第３節 計画の期間及び見直し時期                  

 

第９期福島町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、令和６年度から令和８年

度までの３ヵ年の計画となっており、令和７（2025）年度及び令和 22（2040）年度を

見据え、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を段階的に行う計画として

おります。 

 

区 分 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

計画 

期間 

第８期計画 
      

 
 見直し 第９期計画 

   

     
見直し 第 10 期計画 

 

 

第４節 計画策定体制及び経緯等                  

 

計画の策定にあたっては、介護給付や介護予防給付の実績を精査しながら、保健・

医療・福祉関係者や被保険者代表などで構成する福島町介護保険運営協議会で介護

サービスの給付見込や介護施設などの今後の利用見込などを推計しながら協議、検

討を行いました。 

なお、計画期間内の適正な計画の推進を図るため、計画の進捗等の点検を引き続

き介護保険運営協議会が行っていきます。 

 

 

第５節 社会福祉協議会との連携                  

 

社会福祉協議会は、社会福祉法において地域福祉を推進することを目的とする団

体として位置付けられております。 

地域住民のための福祉組織として、町内の地域福祉発展のため、今後も引き続き

地域福祉を推進する観点から連携を図ってまいります。 

  

令和 22 年の将来をイメージ 
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第１節 高齢者等の現状                       

 

１．人口推移等 

当町の総人口は年々減少し、令和５年では 3,474 人で、うち 65 歳以上の高齢

者人口は 1,800 人となっており、総人口に占める高齢化比率は 51.8％に達して

おります。 

介護保険制度の始まった平成 12 年と令和５年の比較においては、人口では

6,795人から 3,474人と 3,321人（48.9%）減少しており、世帯数も 2,515世帯か

ら 1,918世帯と 597世帯（23.7％）減少しています。また、65歳以上の高齢者人

口は、平成 12年の 1,750人から 1,800人と 50人の増加がみられ、総人口に占め

る高齢化率は 25.8％から 51.8％と著しく増加しております。 

今後も人口の減少とともに、少子化と「団塊ジュニア世代」の 65 歳到達など

により、高齢化率はさらに高くなることが予想されます。 

 

年齢階層別人口・世帯の推移                    （単位：人） 

区  分 
平 成 

12 年 

平 成 

22 年 

平 成 

27 年 

令 和 

２ 年 

令 和 

３ 年 

令 和 

４ 年 

令 和 

５ 年 

総 人 口 6,795 5,114 4,422 3,794 3,629 3,514 3,474 

40~64歳 2,625 1,896 1,537 1,177 1,094 1,047 1,028 

65~69歳 553 445 459 459 453 393 368 

70~74歳 488 451 400 419 422 440 441 

前期高齢者計 1,041 896 859 878 875 833 809 

比 率 15.3% 17.5% 19.4% 23.1% 24.1% 23.7% 23.3% 

75~79歳 342 413 394 337 328 340 331 

80~84歳 203 314 304 314 303 303 296 

85歳以上 164 249 296 322 347 347 364 

後期高齢者計 709 976 994 973 978 990 991 

比 率 10.4% 19.1% 22.5% 25.6% 26.9% 28.2% 28.5% 

65歳以上人口 1,750 1,872 1,853 1,851 1,853 1,823 1,800 

比 率 25.8% 36.6% 41.9% 48.8% 51.1% 51.9% 51.8% 

世 帯 数 2,515 2,194 2,039 1,861 1,966 1,918 1,918 

１世帯当り人員 2.7 2.3 2.2 2.0 1.8 1.8 1.8 

＊国勢調査数値(H12~R2),（R3~R5は住民基本台帳（R3,R4は年度末、R5は 11月末）による） 

第２章 高齢者等の現状 
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第２節 高齢者保健福祉事業の現状                  
 

当町において実施している保健福祉に関する各種事業のうち、主に 65 歳以上を

対象とした部分について記載します。なお、令和５年度分については見込数です。 
 

１ 福祉事業 
 
（１）生活支援 

サービス（事業）種類 区   分 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

安心生活創造事業 

独居世帯 291回 274回 292回 

老老世帯 365回 359回 373回 

障害・高齢者世帯 4回 5回 4回 

実質単身世帯 4回 5回 4回 

緊急通報装置設置貸付 
年設置台数 0台 1台 0台 

延べ設置台数 2台 2台 0台 

寝たきり老人等介護手当 支給人数 13人 16人 9人 

家族介護用品支給事業 支給人数 23人 16人 12人 
 

（２）介護予防     （※デイサービス事業は、Ｈ29～地域支援事業へ移行） 

サービス（事業）種類 区   分 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

ショートステイ事業(介護

認定者） 

利用者数 6人 7人 6人 

延べ利用日数 26日 19日 41日 

ショートステイ事業(自立

者） 

利用者数 0人 1人 1人 

延べ利用日数 0日 11日 11日 
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（３）生きがいづくり 

サービス（事業）種類 区   分 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

老人クラブ運営助成事業 
老人クラブ数 12クラブ 11クラブ 11クラブ 

構成人数 320人 258人 248人 

敬老会 参加者数 210人 205人 222人 

ふれあいスポーツ大会 

※１ 
参加者数 0人 0人 0人 

温泉優待券配布事業 対象者数 1,987人 1,962人 1,932人 

※２ 延べ利用人数 34,432人 34,565人 33,616人 

温泉優待バス運行事業 
運行回数 222回 225回 204回 

延べ利用者数 4,119人 4,123人 3,264人 

高齢者学級の開催 
開催回数 0回 0回 3回 

延べ参加者数 0人 0人 85人 

高齢者趣味講座の開催 
開催回数 0回 0回 1回 

延べ参加者数 0人 0人 19人 

   ※１ 新型コロナウイルス感染症の影響で実績なし。令和６年度から再開予定 

    

   ※２ 事業全体の対象者及び延べ利用人数（障がい者を含む） 
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２ 保健事業 
 

（１）健康教育 

サービス（事業）種類 区   分 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

集団健康教育（一般） 
実施回数 9回 5回 24回 

延べ人数 254人 104人 315人 

集団健康教育（重点） 
実施回数 3回 7回 6回 

延べ人数 23人 49人 35人 

健康フェスティバル 参加者数 74人 82人 91人 

 

（２）健康相談 

サービス（事業）種類 区   分 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

重点健康相談 
実施回数 14回 17回 18回 

延べ人数 345人 146人 179人 

総合健康相談 
実施回数 3回 13回 14回 

延べ人数 262人 304人 358人 

 

（３）健康診査 

サービス（事業）種類 区   分 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

各種健康診査 

特 定 健 診 412人 368人 370人 

胃 が ん 検 診 251人 253人 220人 

大腸がん検診 540人 398人 390人 

肺 が ん 検 診 680人 431人 440人 

子宮がん検診 132人 136人 145人 

乳 が ん 検 診 130人 132人 150人 

前立腺がん検診 179人 152人 130人 

骨粗鬆症検診 63人 52人 64人 

脳ドック検診 4人 9人 15人 

Ａ Ｂ Ｃ 検 診 120人 55人 50人 

 

（４）機能訓練・肺炎球菌予防接種 

サービス（事業）種類 区   分 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

リハビリ教室 
実施回数 23回 22回 22回 

延べ人数 181人 127人 84人 

肺炎球菌予防接種 被接種者数 41人 32人 35人 
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第３節 介護保険事業の現状                     
 

１．第１号被保険者・要介護者等の推移 

（１）第１号被保険者の状況 

当町の人口は、今後も減少が続くものと見込まれ、65歳以上の第１号被保険者

についても、徐々に減少していくと思われます。総人口に占める第１号被保険者

の比率は 50％台で推移していくものと推計されます。 

 

＜第１号被保険者の状況＞                       （単位：人） 

区分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計 
 

画 

総 人 口 ① 4,094 3,986 3,876 3,738 3,616 3,494 

第１号被保険者② 1,868 1,871 1,852 1,818 1,777 1,739 

前 期 高 齢 者 

（65～74歳） 
871 875 862 848 812 778 

後 期 高 齢 者 

（75歳以上） 
997 996 990 970 965 961 

比 率（②／①） 45.6% 46.9% 47.8% 48.6% 49.1% 49.8% 

実 
 

績 

総 人 口 ① 4,053 3,915 3,794 3,629 3,514 3,474 

第１号被保険者② 1,935 1,921 1,903 1,872 1,839 1,797 

前 期 高 齢 者 

（65～74歳） 
883 888 885 876 834 780 

後 期 高 齢 者 

（75歳以上） 
1,052 1,033 1,018 996 1,005 1,017 

比 率（②／①） 47.7% 49.1% 50.11% 51.58% 52.33% 51.72% 

（介護保険事業年報・住民基本台帳の実績、Ｒ５は見込み） 

 ※住所地特例対象者を含む               
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（２）要介護認定者の状況 

要介護認定者は、平成 27 年度をピークに 327 人まで増加しましたが、平成 29

年度以降は要支援の対象者が総合事業に移行したため、300 人をベースに推移し

てきましたが、令和５年度の見込みではピーク時に近づきつつあります。 

また、高齢者人口に占める要介護認定者の割合を示す出現率は、平成 27年度か

ら平成 30 年度にかけては概ね 15％台を推移していましたが、直近では 16％台か

ら 18％台となり、増加の傾向にあります。 

 

＜要介護認定者の状況＞                     （単位：人） 

 区   分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計画 
認定者数 305 304 301 315 305 294 

出 現 率 16.3% 16.3% 16.3% 17.3% 17.2% 16.9% 

実績 
認定者数 299 300 319 311 312 326 

出 現 率 15.5% 15.6% 16.8% 16.6% 17.0% 18.1% 

  （介護保険事業年報の実績、Ｒ５は見込み） 
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（３）要介護度別認定者の状況 

 

＜要介護度別認定者の状況＞                    （単位：人） 

区 分  
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計画 

要支援１ 48 47 44 30 29 28 

要支援２ 14 13 13 14 14 14 

要介護１ 82 79 79 109 105 102 

要介護２ 38 38 38 52 50 47 

要介護３ 36 37 38 35 34 33 

要介護４ 48 48 47 42 40 38 

要介護５ 39 42 42 33 33 32 

計 305 304 301 315 305 294 

実績 

要支援１ 50 32 35 38 37 44 

要支援２ 15 15 15 19 23 20 

要介護１ 69 103 111 103 92 108 

要介護２ 39 45 45 49 53 50 

要介護３ 37 36 39 40 39 41 

要介護４ 50 39 45 38 42 36 

要介護５ 39 30 29 24 26 27 

計 299 300 319 311 312 326 

  （介護保険事業年報の実績、Ｒ５は見込み） 
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２．サービスの利用状況 

（１）全体のサービス利用状況 

サービス利用者数は、施設サービスは横ばいですが、居宅サービスは増加傾向が

みられます。 

 

＜全体のサービス利用状況＞                  （単位：人） 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計
画 

居 宅 150 150 150 155 157 157 

施 設 75 75 75 64 64 64 

計 225 225 225 219 221 221 

実
績 

居 宅 155 165 169 173 172 170 

施 設 66 66 62 60 59 65 

計 221 231 231 233 231 235 

 （介護保険事業年報の実績、Ｒ５は見込み） 

 

 

（２）居宅サービス利用状況 

ヘルパー・デイサービスのみの利用者はほぼ横ばいで推移しています。 

 

＜居宅サービス利用者の介護度別内訳＞              （単位：人） 

 （介護保険事業年報の実績、Ｒ５は見込み） 

 

 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

要支援１ 20 15 14 14 15 15 

要支援２ 12 8 8 10 11 19 

要介護１ 46 72 72 71 67 77 

要介護２ 28 30 37 38 38 33 

要介護３ 20 12 13 13 13 13 

要介護４ 19 17 13 16 15 15 

要介護５ 10 11 12 11 13 13 

計 155 165 182 173 172 170 
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（３）施設サービス利用状況 

 

＜施設サービス利用者の施設別内訳＞              （単位：人） 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

介護老人福祉施設 55 52 50 47 43 46 

介護老人保健施設 10 14 12 12 13 16 

介護療養型医療施設 1 0 0 1 3 3 

計 66 66 62 60 59 65 

 （介護保険事業年報の実績、Ｒ５は見込み） 

 

＜施設サービス利用者の介護度別内訳＞              （単位：人） 

 （介護保険事業年報の実績、Ｒ５は見込み） 

 

区分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

要支援１ 0 0 0 0 0 0 

要支援２ 0 0 0 0 0 0 

要介護１ 5 7 6 7 6 4 

要介護２ 7 2 1 2 4 5 

要介護３ 9 18 17 17 16 18 

要介護４ 24 23 22 21 23 27 

要介護５ 21 16 16 13 10 11 

計 66 66 62 60 59 65 
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（４）サービス別の利用状況 

以下の各サービスの計画及び実績数値は、１ヶ月平均の利用人数を表しています。 

 

（４）－１ 訪問系サービス 

 

① 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

  訪問介護では、訪問介護員（いわゆるホームヘルパー）が利用者の自宅へ訪問

し、食事・排泄・入浴などの介護サービスや掃除・買い物などの生活支援サービ

スを提供します。費用は、利用時間によって変動します。 

≪介 護≫                          （単位：人） 

 

 

 

 

 

② 訪問入浴介護 

  訪問入浴介護は、訪問入浴の専門職員が自宅へ訪問し、入浴車により利用者の

入浴介助を行うサービスです。ただし、訪問介護での入浴介助とは違い、自宅の

浴槽での入浴が難しくなった方を対象としており、訪問介護員が持参した浴槽を

使用して入浴介助を行います。 

≪介 護≫                          （単位：人） 

 

 

  

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 68.0 70.0 76.0 85.0 87.0 89.0 

実  績 58.8 70.0 84.7 88.0 91.0 94.0 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 16.0 16.0 18.0 7.0 7.0 7.0 

実  績 9.0 6.7 6.4 6.8 7.1 7.8 
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③ 訪問看護 

  訪問看護は、看護師などが疾患があり継続して療養や医療的支援を受ける必

要がある利用者の自宅へ訪問するサービスであり、サービス利用者は主治医の

指示のもとで必要となる療養上の支援や診療の補助を受けることができます。 

 

≪介 護≫                          （単位：人） 

＜予 防＞                          （単位：人） 

 

 

 

④ 訪問リハビリテーション 

  訪問リハビリテーションとは、理学療養士、作業療養士、言語聴覚士などの

機能訓練（リハビリテーション）の専門スタッフが自宅で生活をおくる要介護

者のもとに訪問し、利用者の心身の機能維持や自立に向けて支援を行うサービ

スです。 

≪介 護≫                          （単位：人） 

 

  

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 

実  績 1.3 1.3 2.9 5.8 9.3 9.3 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

実  績 1.0 1.0 0.3 0.0 0.2 0.3 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 

実  績 2.0 2.9 2.3 1.3 1.6 2.0 
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⑤ 居宅療養管理指導 

  居宅療養管理指導は、要介護状態となった場合においても、可能な限り利用

者の居宅においてもっている能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院

が困難な利用者に対し、居宅を訪問して心身の状況や置かれている環境等を把

握し療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上を

図る目的で提供されるサービスです。 

≪介 護≫                           （単位：人） 

 

 

 

＜予 防＞                          （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

（４）－２ 通所系サービス 

 

① 通所介護（デイサービス） 

  通所介護とは、普段は自宅で暮らしている要介護者が日帰りで介護の専門施

設に通い、食事や入浴といった日常生活上の支援を受けながら機能訓練（リハ

ビリテーション）、レクリエーションなどを行うサービスです。 

≪介 護≫                          （単位：人） 

 

  

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 10.0 10.0 10.0 27.0 27.0 27.0 

実  績 15.3 22.2 27.2 31.1 25.0 24.7 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 

実  績 0.9 0.4 0.1 0.3 1.0 0.0 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 15.0 15.0 15.0 24.0 24.0 24.0 

実  績 15.7 21.5 26.1 29.0 22.7 20.3 
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② 通所リハビリテーション 

  通所リハビリテーション（デイケア）とは、普段は自宅で暮らしている要介

護者の方が、老人保健施設、病院、診療所といった施設に日帰りで通い、介護や

機能訓練（リハビリテーション）などの日常生活上の支援を受けることができ

るサービスです。 

≪介 護≫                          （単位：人） 

＜予 防＞                          （単位：人） 

 

 

 

 

 

（４）－３ 短期入所系サービス 

 

① 短期入所生活介護 

  短期入所生活介護では、利用者が特別養護老人ホームやショートステイ単独

の事業者などに短期間宿泊し、その期間、心身の機能維持・改善のために日常

生活上の支援や介護、機能訓練（リハビリテーション）、レクリエーションなど

のサービスを受けることができます。 

≪介 護≫                          （単位：人） 

＜予 防＞                          （単位：人） 

 

 

② 短期入所療養介護（医療型ショートスティ） 

  短期入所療養介護は老健施設、病院、介護医療院で実施され、医師や看護師、

理学療法士などの機能訓練（リハビリテーション）の専門スタッフなどが常駐

しており、短期入所生活介護よりも医療的に必要な支援体制が整っている中で

サービスを受けることができます。 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

実  績 2.0 1.1 1.1 0.6 0.8 2.0 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

実  績 0.0 0.3 0.0 0.6 0.9 0.2 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 18.0 18.0 18.0 13.0 13.0 13.0 

実  績 15.2 14.6 12.2 8.8 11.4 10.5 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 

実  績 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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≪介 護≫                          （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

（４）－４ 認知症対応型共同生活介護 

 

① 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

  認知症のある要介護者が共同生活住所において、家庭的な環境と地域住民と

の交流のもとで、介護スタッフによる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常

生活上の世話及び機能訓練（リハビリテーション）を行うことにより、利用者

がもっている能力に応じて自立日常生活を営むことができるようにする目的で

提供されるサービスです。 

 

 

≪介 護≫                          （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

（４）－５ 特定施設入居者生活介護 

 

① 特定施設入居所者生活介護（有料老人ホームなどで行う生活介護） 

  特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、

機能訓練、療養上の世話のことをいいます。 

  特定施設の対象となるのは、「有料老人ホーム」「軽費老人ホーム（ケアハウ

ス）」「養護老人ホーム」となります。 

≪介 護≫                          （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

実  績 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

H30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 11.0 11.0 11.0 9.0 9.0 9.0 

実  績 10.9 9.0 9.1 8.9 9.3 9.5 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 6.0 6.0 6.0 10.0 12.0 12.0 

実  績 5.3 6.0 10.5 10.4 8.6 8.8 
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＜予 防＞                          （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

（４）－６ 福祉用具系サービス 

 

① 福祉用具貸与 

  自宅で介護を受けている要介護者ができる限り暮らしやすくなるよう、日 

常生活を支えるための福祉用具を借ることができ、福祉用具を借りることで家

族の負担も軽減されます。 

≪介 護≫                          （単位：人） 

 

 

＜予 防＞                          （単位：人） 

 

 

 

 

 

  

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 

実  績 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 85.0 85.0 85.0 105.0 105.0 105.0 

実  績 76.8 84.3 88.8 88.9 88.6 89.8 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 25.0 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 

実  績 28.5 26.8 21.2 24.5 24.8 23.8 
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② 福祉用具購入 

  利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定 

を受けた事業者から、入浴や排泄に用いる福祉用具を購入するものです。 

≪介 護≫                           （単位：人） 

＜予 防＞                          （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

（４）－７ 住宅改修系サービス 

 

① 住宅改修 

  住宅で生活している要介護者ができる限り安全に暮らせるように、住宅を改修

するサービスです。住宅の改修は段差の解消や手すりのとりつけなどの６つの改

修が対象となります。 

≪介 護≫                          （単位：人） 

＜予 防＞                          （単位：人） 

 

 

 

 

 

  

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 

実  績 1.6 2.4 1.7 2.3 1.3 1.2 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

実  績 1.1 0.4 0.3 1.0 0.6 1.0 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 

実  績 1.4 1.7 0.6 1.1 0.7 0.8 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

実  績 1.3 0.3 0.5 0.7 0.6 1.5 
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（４）－８ 施設系サービス 

 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム：特養） 

  入居の対象者が原則要介護３以上の方と限られてはいるものの、介護施設の 

なかでも比較的安く利用することができる施設です。受けられるサービスは主に

介護や機能訓練（リハビリテーション）、療養上の支援などになります。 

≪介 護≫                        （単位：人） 

 

② 介護老人保健施設（老健） 

  在宅復帰を目指す高齢者を受け入れて介護や機能訓練（リハビリテーション）

などのサービスに加え、日常の医療的な支援も提供しています。病院と自宅との

「経由地点」のような施設であり、原則入居者の長期滞在を想定しておらず、３

か月ごとに入居の判定が行われます。 

≪介 護≫                          （単位：人） 

 

③ 介護医療院・介護療養型医療施設（療養病床） 

  医学的な管理のもとで介護や必要な医療支援を受けることができます。老健 

と似ていますが、より専門的な医療行為を受けることができ、長期の滞在も可能

です。 

≪介 護≫                          （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

  

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 55.0 55.0 55.0 51.0 51.0 51.0 

実  績 55.2 55.8 50.0 46.9 42.8 44.5 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 21.0 21.0 21.0 12.0 12.0 12.0 

実  績 10.5 11.3 11.9 11.7 12.8 12.8 

区  分 
第７期事業期間 第８期事業期間 

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計  画 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

実  績 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3 
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第１節 基本的な考え方                       

 

介護保険制度は、社会全体で介護を支えていく仕組みとして、平成 12 年度から

施行され、制度の定着・利活用がされてきたところですが、本計画期間内である令

和７年（2025年）には団塊の世代が 75歳以上の後期高齢者となり、総人口が減少

に転じている中にあって、さらなる高齢化が懸念されています。また、令和 22 年

（2040年）にはすでに減少している現役世代（介護の担い手）の減少が加速する一

方、高齢者の人口はピークを迎え、介護サービス基盤の維持が課題となることが予

想されています。 

当町の現状にあっても、人口の約 50％が 65歳以上となっており、全国の傾向と

同じように一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加しています。 

こうした中、当町では、第６次福島町総合計画において、「福祉・医療が充実し、

互いを認め合えるまちづくり」を基本構想の一つとして掲げており、高齢になって

も安心して生活し続けられる地域体制づくりに取り組むとされています。 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画にあっては、高齢者一人ひとりがいつま

でも元気でいきいきと活動し、安心して暮らすことができ、可能な限りその人らし

く自立し、医療、介護等の支援が必要になっても、住み慣れた地域で、「医療」、「介

護」、「予防」、「生活支援」、「住まい」が一体的に提供され生活できる環境（地域包

括ケアシステム）の実現を目指してまいります。 

 

第２節 基本方針                          

 

第９期計画においても、これまでの計画に掲げた基本方針に沿い、高齢者が可能

な限り住み慣れた地域で安心して暮らしていける地域づくりを進めてまいります。 

また、本計画は令和22年（2040年）を見据えた計画となることから、基本目標に

掲げた各項目について推進し、高齢者の元気づくりと不安のない地域づくりを目

指すとともに、地域の中長期的な介護ニーズを踏まえたサービス基盤の維持を目

指します。 

  

第３章 計画の基本的な考え方 
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   また、地域共生社会の実現を目指し、高齢者が住み慣れた地域で心豊かに安心し

て暮らしていくことができるよう、健康や予防への関心を高め、健康増進や予防に

対する取組を促すとともに、積極的にニーズにあった地域活動に参加できる環境

づくりのため、関係機関と連携・協力し取り組みを推進します。 

 

第３節 基本目標                          

 

１ 在宅医療・介護連携の推進 

  高齢者が疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らし

く生活を続けられるよう、福島町三師会等の協力を得ながら在宅医療・介護サ

ービス等の情報共有等、医療と介護を効率的かつ効果的に提供する体制の確保

に努めます 

 

２ 介護予防の推進 

高齢者ができる限り健康な生涯を送れるよう、各地区を巡回する「ふれあい

教室」などを通じて「自分の健康は自分で守る」ということを基本としながら、

今後も継続して高齢者の交流を図り、また生活機能の低下を防ぐため、介護予

防対策を引き続き推進し、介護を必要としない高齢者が増加するよう努めます。 

 

３ 安定的な介護保険運営を行うための準備基金 

    第６期以降、給付と負担のバランスを見極めながら適正な保険料の算出に努

めてきたことや、介護予防を推進することにより、介護保険事業全体の健全な運

営に努めてきた結果、令和４年度末現在で 94,482千円の準備基金を積み立てる

ことが出来ました。大幅な保険料の増加が必要となった場合に取り崩し、被保険

者の負担軽減を図るために活用してまいります。 

 

４ 計画の着実な実行 

高齢者が、介護又は介護予防等について必要な情報を取得でき、良質なサービ

スを確実に利用できるように、保険者と介護サービス事業者の連携を強化し、計

画の着実な実行を図るため、「福島町介護保険運営協議会」で点検・評価等を行っ

てまいります。 

 

  ５ 災害や感染症対策に係る体制整備 

    近年の災害発生状況や、感染症の発生や流行を踏まえ、緊急時に対応できるよ

う関係機関と連携し、体制整備を進めてまいります。 
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【 計画の相関図 】 
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第４節 推計の手順                         

 

第９期介護保険事業計画を策定するにあたって、令和６年度から令和８年度までに

必要とする介護保険対象サービスの事業量及び事業費の推計を基礎とし、当期間にお

ける第１号被保険者の保険料額を積算します。 

なお、第１号被保険者の保険料額の積算に至る推計手順は、以下のようになってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．人口の将来推計 

２．被保険者数の将来推計 

○第２期福島町人口ビジョン・総合戦略に沿った人口推計を基に減少率を見込

んで、令和８年度までの各年度の被保険者数を推計 

３．要介護者等の将来推計 

○地域支援事業及び予防給付による介護予防事業等の実施を踏まえ、要介護者等

を推計 

４．事業量（サービス量）の推計 

○国から示されたシステムに各情報を入力することにより、令和６年度から令和

８年度までの事業量を推計 

５．総給付費を推計 

○令和６年度から令和８年度までの介護サービス及び介護予防サービスの別に総

給付費を推計 

６．第１号被保険者の保険料額を推計 

○総給付費の推移、保険料収納率、準備基金の状況などを総合的に判断し、適正な

保険料を推計 
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第１節 高齢者等の推計                       

 

１ 第１号被保険者数等の推計 

第９期介護保険事業計画期間の被保険者数は、推計基準人口を令和２年３月策

定の「第２期福島町人口ビジョン・総合戦略」で示された人口推計を基に積算し

ております。 

第１号被保険者数は、令和６年度の 1,662人に対し、令和８年度では 1,577人

と 85人の減少と推計しています。なお、65歳から 74歳までの前期高齢者数も同

様に推計していますが、令和６年度から３年間では、85人減少すると推計してお

ります。 

 

＜第１号被保険者数等の推計＞                       （単位：人） 

（Ｒ５は 11月末現在の数値 保険者数には住所地特例被保険者も含まれております。） 

 

 

 

 

 区  分 
第８期計画（実績） 第９期計画（推計） 長期（推計） 

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ12 

第１号被保険者 1,872 1,839 1,797 1,662 1,625 1,577 1,404 

  前期高齢者（65～74歳） 876 834 780 726 692 638 482 

  後期高齢者（75歳以上） 996 1,005 1,017 936 933 939 922 

第４章 将来人口等の推計 



- 26 - 

 

２ 要介護等認定者数の推計 

要介護等認定者数は、令和６年度で 320人、令和７年度で 319人、令和８年度で

は 316人と推計しています。 

要介護認定率は、第８期計画では令和５年度の最終年度において 16.90％で見込

んでおりました。この間、第１号被保険者は計画と比べて約 80 人程度多く推移し

ましたが、認定者数が増加したことから 17.81％と約１％増加となりました。 

今後、令和８年度までは、第１号被保険者は年間で 50 人程度減少する見込みで

すが、認定者数の減少はほぼなく、認定率は増加を続け、令和 12年度まで約 20％

台で推移し、その後減少に転じると推計してします。 

 

＜要介護認定者数の推計＞                      

（単位：人、％） 

区  分 
第９期計画 

Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

第１号被保険者(A) 1,662 1,625 1,577 

要 支 援 １ 43 43 43 

要 支 援 ２ 21 21 21 

要 介 護 １ 100 99 98 

要 介 護 ２ 54 54 54 

要 介 護 ３ 38 38 38 

要 介 護 ４ 38 38 38 

要 介 護 ５ 26 26 26 

認 定 者 数 ( B ) 320 319 316 

認 定 率 ( B ) / ( A ) 17.60％ 19.63％ 20.00％ 
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第１節 福祉事業                          

 

１ 生活支援 

（１）声かけ訪問サービス（安心生活創造事業） 

高齢者が日常生活で孤独感や不安のないよう定期的に声かけ訪問を行って

安否確認をするとともに、暮らしの変化などを把握し緊急時においても関係

団体等との綿密な連携のもとで対処します。 

 

（２）救急情報キットの配布 

緊急時に救急隊員等が医療情報及び緊急時の連絡先情報等を容易に確認で

きるよう、今後も 65歳以上の方に「救急情報キット」を配布します。 

 

（３）緊急通報装置設置貸付事業 

緊急通報装置は、火災報知機能やガス漏れ感知機能も備えており、今後も

既存機器の活用を図りながら更新し、緊急時の対応に努めます。 

 

（４）寝たきり老人等介護手当 

居宅の寝たきり老人及び認知症老人などの方を介護する家族に対して、介

護手当を支給します。 

 

（５）高齢者等屋根雪下ろし助成事業 

     低所得高齢者世帯等に対し、冬季間の屋根の雪下ろし及び排雪費用の一部 

を助成し、経済的負担を軽減します。 

 

 

２ 介護予防 

（１）デイサービス事業 

居宅の高齢者等で虚弱な方を対象に自立状態を維持する目的で、指定通所

介護事業所において日常生活訓練、趣味活動などのサービスを提供します。 

 

（２）ショートステイ事業 

要介護状態への進行防止や家族介護の負担軽減を図るため、指定短期生活

介護事業所において、短期間の宿泊を行うことにより、生活習慣の指導及び

体調管理を行います。 

なお、自立者に対するショートステイ事業は、「地域支援事業」で実施する

ことになります。 

第５章 高齢者保健福祉に関する計画 
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３ 生きがいづくり 

（１）老人クラブ運営助成事業 

高齢者の交流や社会参加を促し、生きがいを持って活動を継続できるよう

老人クラブの組織を支援します。 

 

（２）敬老会の開催 

高齢者相互の親睦を図るとともに、社会参加や外出機会の増加につながる

ことから継続して事業を実施します。 

 

（３）ふれあいスポーツ大会の開催 

レクリエーションを通じて高齢者の健康増進を図るとともに、子供たちと

ふれあうことで元気回復につなげるため、継続して事業を実施します。 

 

（４）温泉健康保養センター優待券配布事業 

温泉入浴の効果により健康増進を図る観点から高齢者に対して温泉優待券

を配布します。 

 

（５）温泉健康保養センター優待バス事業 

高齢者には交通不便者の割合が高いことから、優待バスを運行することで

温泉の利用を容易にするとともに、外出や交流の機会を作ります。 

  

（６）高齢者学級の開催 

老人クラブを中心に多くの高齢者が参加しており、今後も高齢者の生きが

いづくりや社会参加、外出機会の増加につながることから継続して事業を実

施し、交流促進を図ります。 

 

（７）高齢者趣味講座の開催 

多彩な趣味講座に参加することで高齢者相互の交流が促進されるとともに、

趣味を実践することで生きがい対策につながることから、継続して事業を実

施します。 
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第２節 保健事業                          

 

１ 健康教育 

（１）集団健康教育（一般） 

町内会や企業単位の集団を対象として健康増進や検診等について啓蒙活動

を行います。 

 

（２）集団健康教育（重点） 

生活習慣病等の予防に着目した料理教室を行い、家庭の食生活の改善を促

します。 

 

（３）健康フェスティバル 

実行委員会主体で開催している事業ですが、この催しをとおして自分自身

や家族の「健康増進や健康維持」について触発する機会とします。 

 

２ 健康相談 

（１）重点健康相談（温泉健康相談） 

高血圧、高脂血症、糖尿病、歯周疾患、骨粗しょう症、肥満に関する健康

相談を、月１回の割合で温泉施設を会場に実施します。 

 

（２）総合健康相談 

敬老会の会場や検診結果説明会の会場を活用して健康相談を行います。 

また、日常的な窓口対応としての健康相談も継続します 

 

３ 健康診査 

各種健康診査の実施については、病気の早期発見・早期治療を促進するため、

平成24年度から導入した血液検査で胃がんリスクの分かるＡＢＣ検診をはじめ、

各種健康診査を広報等で周知の徹底を図り、受診率の拡大を図ります。 

 

４ 機能訓練 

リハビリ教室については、身体に障がいをお持ちの方を対象に、体操や作業療

法、レクリエーション等を行い、介護予防を図ります。 
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５ 肺炎球菌及び帯状疱疹予防接種 

    肺炎球菌に起因する肺炎の発症及び重病化を予防し、高齢者等の健康保持増

進を図り、医療費の抑制に努めます。なお、平成 19 年度から 21 年度の３カ年

で 65歳以上の高齢者に接種し、平成 22年度からは 65歳到達者を対象としてお

りましたが、平成 27 年 10 月より定期接種化されており、第９期計画において

も継続して実施します。 

    また、帯状疱疹の発症及び重症化の予防を目的として、帯状疱疹の予防接種の

助成を計画の開始年である令和６年度より実施します。 
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第１節 日常生活圏域の設定                     

 

第３期計画から地理的条件、人口、交通事情その他社会的条件、公的介護施設等

の整備の状況を総合的に勘案して日常生活圏域を定めることになっています。 

圏域は２～３万人を１圏域とすることが望ましいとされていることから、当町で

は、町全体を１つの日常生活圏域として設定します。 

 

 

第２節 地域密着型サービス                     

 

要介護高齢者等ができる限り住み慣れた地域で生活が継続できるよう平成 18年

４月に創設されたものです。 

当町では、グループホーム陽光園（９床）がサービスを提供していますが、平成

28年度からデイサービス陽光園も地域密着型サービスになりました。 

 

 

第３節 地域包括支援センター                    

 

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしく暮

らし続けることができるように、健康や福祉、介護などに関する相談を受けたり、

その人の身体状況に最も適したアドバイスを行うなど、高齢者が自立した生活を

続けていくことができるよう、町による直営方式で運営しております。 

現在、保健師・主任介護支援専門員・臨時介護支援専門員が配置になっており

ます。 

 

（１）総合相談・支援 

高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、実態を把握し、必要なサー

ビスにつなげてまいります。 

 

（２）介護予防マネジメント 

介護予防事業、新たな介護予防・日常生活支援総合事業が効果的かつ効率

的に提供されるよう、適切なマネジメントを行います。 

  

第６章 介護保険事業の推進 
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（３）権利擁護事業 

高齢者が地域において尊厳ある生活を維持し、安心して生活を行うこと

ができるよう、高齢者に対する虐待の防止及びその早期発見のため、適切な

サービスを行います。 

また、町内で高齢者の虐待等が発生した場合、緊急避難先等を斡旋・保護

するとともに家族や関係者と相談のうえ解決策をさぐります。 

 

（４）包括的・継続的マネジメント 

高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の社会

資源の活用を調整します。また、ケアマネージャーの支援も行います。 

 

第４節 地域支援事業の実施                    

 

地域支援事業は、高齢者が要介護状態になることを予防し、可能な限り地域にお

いて自立した日常生活を営むことができるよう支援するためのサービスです。 

区分としては、「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事

業」の３つの事業があり、地域での包括的な相談等はもとより、ボランティアをは

じめとした多様な支援や、医療・介護の連携強化、認知症高齢者の支援体制などを

推進していきます。 

 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業 

介護予防・日常生活支援総合事業は、要介護認定で非該当や要支援１・２と判

定された方や、生活機能が低下していて介護が必要となるおそれがある方が対象

です。一部事業は自立した生活を送れる方も対象となります。 

 

（１）訪問型サービス事業 

  要支援認定者へ適切なケアマネジメントをし、ヘルパーによる身体介護や生

活援助を行います。平成 29 年度からは町ヘルパーによる「退院直後の短期支

援サービス等」も展開し、体制の充実を図っています。 

 

（２）通所型サービス事業 

要支援認定者へ適切なケアマネジメントをし、指定事業所においてデイサ 

ービス事業を行います。平成 29 年度からは新たに吉岡温泉を活用して「温泉

デイサービス」を実施しています。 
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（３）生活支援サービス事業 

要支援認定者及び生活機能が低下している方へ適切なケアマネジメントを 

し、介護支援専門員やヘルパーによる、見守り・声かけ等自立した生活を続

ける支援を行います。 

 

（４）ふれあい教室開催事業 

各地区での巡回教室の実施により、高齢者の交流を図るとともに、生活機

能の低下を防ぐため、体操や遊びとリハビリテーションを組み合わせた「遊

びリテーション」・栄養・口腔・生活指導を行います。 

 

（５）ショートステイ事業 

自立者に対して要介護状態への進行防止や家族介護者の負担軽減を図るた

め、指定短期入所生活介護事業所において、短期入所を行います。 

 

（６）介護予防普及啓発事業 

   高齢者が最も多く参加する敬老会やふれあいスポーツ大会等の機会をとら

えて、体操の指導者を招き、日常的に継続できる健康体操教室を行います。 

 

２ 包括的支援事業 

（１）地域包括支援センターの運営 

介護予防ケアマネジメント・総合相談支援業務・権利擁護業務・ケアマネジ

メント支援等を行う地域包括支援センターを直営で運営します。そのための適

正な人材確保に努めます。 

 

（２）在宅医療・介護連携の推進 

     医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が地域で自分らしい暮らしを 

続けられるよう、医療・介護の資源把握と情報提供、相談窓口の運営等を推進

します。また、木古内町・知内町・福島町の医療機関、介護事業所、包括支援

センターなどの構成による「福島町知内町木古内町在宅医療介護連携ネットワ

ーク協議会」を設立し、平成 30年度より木古内町国保病院に委託して、入退院

時における情報共有システムを構築するとともに緊急時入院病床の確保、医

療・介護関係者の研修等を行い、医療と介護サービスの連携ネットワーク体制

の充実を図ります。 
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（３）認知症施策の推進 

   今後増加が想定される認知症者を地域で見守ることができるよう、平成 30 

年度より「認知症初期集中支援チーム」、「認知症地域支援推進員」を設置する 

とともに、状況に応じて「認知症サポート医」の支援を受けながら、認知症の 

早期診断、早期対応を構築します。また、認知症の人やその家族、地域の人や 

専門家などが相互に情報を共有する「認知症カフェ」を事業展開します。 

 

（４）生活支援サービスの体制整備 

 高齢者を支える地域の支えあいの体制づくりを推進するため、平成 30 年度

より、生活支援コーディネーターを配置し、介護予防活動支援事業を実施して

いる吉岡里の会等と活動内容の情報交換等を行いながら、これらを情報共有す

る場としての協議体（介護保険運営協議会が兼務）を設置します。 

 

３ 任意事業 

（１）介護給付費適正化事業 

介護給付費の適正化を図るため、直接の介護サービス提供者の資質向上を

目指した講習会を実施するほか、利用者の状況調査、利用計画の点検等を行

います。 

 

（２）地域ケア会議の開催 

高齢者の多様なニーズに対応するため、関係者による定期的なケア会議を 

開催し、マネジメントの適正化を図り、地域の課題、高齢者虐待、介護従事者

の支援等介護に関わる種々の問題を話し合い改善に努めます。 

 

（３）家族介護用品支給事業 

要介護度４・５の居宅等で寝たきりとなっている方を介護している家族で 

一定の所得要件を有している方に対し、介護保険の適用とならないオムツ等

の介護用品の給付を行います。 

 

（４）家族介護交流会の開催 

介護家族の方を対象に、介護者相互の情報交換を目的とした交流会を定期

的に開催し、家族の心身の元気回復を図ります。 

 

（５）住宅改修支援事業 

福祉用具・住宅改修に関する相談、情報提供や住宅改修費に関する助言を行

うとともに、住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合の経費を

助成します。 
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（６）介護・福祉人材確保への支援 

     介護・福祉人材は、地域包括ケアシステムの構築、特に要介護高齢者の生活

支援や増大する介護サービスへの対応に不可欠な社会基盤です。しかしなが

ら、賃金水準が低調であることや、業務の過酷さなどの要因により人材の確保

が難しい事態となっています。福島町においても、介護・福祉人材は慢性的に

不足している状況にあり、介護・福祉人材の確保は大きな課題となっていま

す。 

     今後も、福島町福祉施設等連絡協議会と協力し、介護サービス従事者研修会

を引き続き開催し、介護・福祉人材確保に努めていきます。 

 

第５節 効率的な事務運営による生産性向上の実施           

 

介護分野の文書負担の軽減の観点から、「電子申請・届出システム」の運用に向

けた体制整備を図ります。 

また、要介護認定を遅滞なく適正に実施するために、認定審査会の簡素化や認定

事務の効率化を図るための検討を進めてまいります。 
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第１節 介護サービス量の見込                    

 

第９期介護保険事業計画期間における介護サービス量の推計については、実績等

を勘案し、国から示された推計システム等により利用量を算定します。 

居宅サービスについては、要介護認定者（要介護１～５）の居宅でのサービス利

用人数等を基に、サービスごとに利用実績と国が設定する伸び率により算定します。 

また、施設サービスについては、介護保険３施設の実績を踏まえて算定します。 

 

１．居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービス量の推計  

区  分 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪 問 介 護 人数／年 1,188 1,188 1,176 

訪 問 入 浴 介 護 人数／年 120 120 120 

訪 問 看 護 人数／年 120 120 120 

訪問リハビリテーション 人数／年 12 12 12 

居 宅 療 養 管 理 指 導 人数／年 216 216 216 

通 所 介 護 人数／年 276 276 276 

通所リハビリテーション 人数／年 0 0 0 

短 期 入 所 生 活 介 護 人数／年 168 168 168 

短 期 入 所 療 養 介 護 人数／年 0 0 0 

特定施設入居者生活介護 人数／年 120 120 120 

福 祉 用 具 貸 与 人数／年 1,068 1,056 1,056 

住 宅 改 修 人数／年 12 12 12 

特 定 福 祉 用 具 購 入 人数／年 12 12 12 

サ

ー

ビ

ス 

地
域
密
着
型 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人数／年 60 60 60 

夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 人数／年 0 0 0 

認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 人数／年 0 0 0 

小規模多機能型居宅介護 人数／年 24 24 24 

認知症対応型共同生活介護 人数／年 168 168 168 

地域密着型特定施設入居者生活介護 人数／年 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 人数／年 0 0 0 

看護小規模多機能型居宅介護 人数／年 0 0 0 

地 域 密 着 型 通 所 介 護 人数／年 348 348 336 

複 合 型 サ ー ビ ス 人数／年 0 0 0 

居 宅 介 護 支 援 人数／年 1,668 1,656 1,656 

設
サ
ー
ビ
ス 

介
護
保
険
施 

介 護 老 人 福 祉 施 設 人数／年 588 564 564 

介 護 老 人 保 健 施 設 人数／年 216 216 216 

介 護 医 療 院 人数／年 24 24 24 

第７章 介護保険料の積算 
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２．介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス量の推計   

区  分 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

介 護 予 防 訪 問 介 護 人数／年 0 0 0 

介護予防訪問入浴介護 人数／年 0 0 0 

介 護 予 防 訪 問 看 護 人数／年 0 0 0 

介護予防訪問リハビリテーション 人数／年 0 0 0 

介護予防居宅療養管理指導 人数／年 12 12 12 

介 護 予 防 通 所 介 護 人数／年 0 0 0 

介護予防通所リハビリテーション 人数／年 0 0 0 

介護予防短期入所生活介護 人数／年 0 0 0 

介護予防短期入所療養介護 人数／年 0 0 0 

介護予防特定施設入居者生活介護 人数／年 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 人数／年 240 240 240 

住 宅 改 修 人数／年 0 0 0 

介 護 予 防 特 定 福 祉 用 具 購 入 人数／年 12 12 12 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

地
域
密
着
型 

介護予防認知症対応型共同生活介護 人数／年 0 0 0 

介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護  人数／年 0 0 0 

介護予防地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護  人数／年 0 0 0 

介 護 予 防 支 援 人数／年 264 264 264 
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第２節 介護保険給付費用の見込                   

 

第９期介護保険事業計画期間における介護給付費については、令和５年度の見込

数値をベースに個別サービスの推移に微調整を加えて推計しています。 

 

１．居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービス給付費の推計 （単位：千円） 

区  分 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪 問 介 護 89,098 89,211 88,647 

訪 問 入 浴 介 護 4,371 4,376 4,376 

訪 問 看 護 3,234 3,238 3,238 

訪問リハビリテーション 235 235 235 

居 宅 療 養 管 理 指 導 1,630 1,632 1,632 

通 所 介 護 28,669 28,705 28,705 

通所リハビリテーション 0 0 0 

短 期 入 所 生 活 介 護 18,554 18,577 18,577 

短 期 入 所 療 養 介 護 0 0 0 

特定施設入居者生活介護 22,170 22,198 22,198 

福 祉 用 具 貸 与 11,812 11,755 11,755 

住 宅 改 修 860 860 860 

特 定 福 祉 用 具 購 入 684 684 684 

小 計 181,317 181,471 180,907 

サ

ー

ビ

ス 
地
域
密
着
型 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 10,109 10,121 10,121 

夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 0 0 0 

認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 0 0 0 

小規模多機能型居宅介護 4,009 4,014 4,014 

認知症対応型共同生活介護 40,091 40,142 40,142 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 0 0 0 

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 

地 域 密 着 型 通 所 介 護 11,277 11,291 10,999 

複 合 型 サ ー ビ ス 0 0 0 

小 計 65,486 65,568 65,276 

居 宅 介 護 支 援 22,787 22,663 22,663 

設
サ
ー
ビ
ス 

介
護
保
険
施 

介 護 老 人 福 祉 施 設 136,982 131,743 131,743 

介 護 老 人 保 健 施 設 63,169 63,248 63,248 

介 護 医 療 院 10,282 10,295 10,295 

小 計 210,433 205,286 205,286 

介 護 給 付 費 合 計 480,023 474,988 474,132 
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２．介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス給付費の推計  （単位：千円） 

区  分 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

介 護 予 防 訪 問 介 護 0 0 0 

介護予防訪問入浴介護 0 0 0 

介 護 予 防 訪 問 看 護 0 0 0 

介護予防訪問リハビリテーション 0 0 0 

介護予防居宅療養管理指導 144 144 144 

介 護 予 防 通 所 介 護 0 0 0 

介護予防通所リハビリテーション 0 0 0 

介護予防短期入所生活介護 0 0 0 

介護予防短期入所療養介護 0 0 0 

介護予防特定施設入居者生活介護 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 825 825 825 

住 宅 改 修 0 0 0 

介 護 予 防 特 定 福 祉 用 具 購 入 235 235 235 

小 計 1,204 1,204 1,204 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

地
域
密
着
型 

介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 

介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護  0 0 0 

介護予防地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護  0 0 0 

小 計 0 0 0 

介 護 予 防 支 援 1,239 1,240 1,240 

予 防 給 付 費 合 計 2,443 2,444 2,444 

 

 

区  分 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

介 護 給 付 費 480,023 474,988 474,132 

予 防 給 付 費 2,443 2,444 2,444 

総 給 付 費 482,466 477,432 476,576 
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第３節 第１号被保険者の基準保険料の積算              

 

 第９期の第１号被保険者の介護保険料は、国の介護報酬改定等を基に、令和６年度か

ら令和８年度までの３ヵ年の給付費などに地域支援事業費を加えた額をベースに積算

しています。また、国の制度改正により、第１号被保険者間での所得再分配機能の強化

し低所得者の保険料上昇の抑制を図る方針が示されたことで、被保険者所得区分が現

在の９段階から 13段階へ変更となり、第１段階から３段階の乗率が引き下げとなるこ

とから、制度改正に合わせて積算をしております。 

  

（１） 所得段階別第１号被保険者数の推計 

（単位：人） 

区     分 対基準 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 計 

加入割合
補正後被
保険者数 

（対基準×計） 

第１段階 
世帯非課税で生活保護、老齢福
祉年金又は本人年収 80万円 

0.445 461 450 437 1,348 600 

第２段階 
世帯非課税で本人年収 80 万円
超え 120万円以下 

0.685 259 253 246 758 519 

第３段階 
世帯非課税で本人収入120万円
超 

0.690 206 202 196 604 417 

第４段階 
世帯課税で本人非課税かつ本
人収入 80万円以下 

0.900 143 140 136 419 377 

第５段階 
世帯課税で本人非課税かつ本
人収入 80万円超 

1.000 166 163 156 485 485 

第６段階 基準所得 120万円未満 1.200 198 193 188 579 695 

第７段階 
基準所得 120万円以上 210万円
未満 

1.300 106 104 101 311 404 

第８段階 
基準所得 210万円以上 320万円
未満 

1.500 52 50 49 151 227 

第９段階 
基準所得 320万円以上 420万円
未満 

1.700 23 23 22 68 116 

第 10 段階 
基準所得 420万円以上 520万円
未満 

1.900 20 21 21 62 118 

第 11 段階 
基準所得 520万円以上 620万円
未満 

2.100 10 10 9 29 61 

第 12 段階 
基準所得 620万円以上 720万円
未満 

2.300 5 3 3 11 25 

第 13 段階 基準所得 720万円以上 2.400 13 13 13 39 94 

計  1,662 1,625 1,577 4,864 4,138 
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（２）標準給付費 

（単位：千円） 

区     分 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 計 

総 給 付 費 482,466 477,432 476,576 1,436,474 

特定入所者介護サービス等給付費 27,047 26,962 26,878 80,887 

高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 給 付 費 9,925 9,894 9,863 29,682 

高額介護合算サービス等給付費 1,206 1,202 1,198 3,606 

算 定 対 象 審 査 支 払 手 数 料 408 407 406 1,221 

標 準 給 付 費 見 込 額 521,052 515,897 514,921 1,551,870 

＊総給付費は一定以上所得者負担調整、特定入所者介護サービス等給付費は資産等勘案調整後の数値 

 

（３）地域支援事業費 

（単位：千円） 

区     分 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 計 

地 域 支 援 事 業 費 36,870 36,600 36,450 109,920 

（ 総 合 事 業 費 ） 15,404 15,204 15,104 45,712 

 

（４）第１号被保険者保険料基準額の積算 

項  目 計 算 式 結 果 

① 標 準 給 付 費 見 込 額   1,551,870千円 

② 地 域 支 援 事 業 費   109,920千円 

③ （地域支援事業のうち総合事業分）   45,712千円 

④ 第 １ 号 被 保 険 者 負 担 分 相 当 額 （①＋②）×２３％ 382,211千円 

⑤ 調 整 交 付 金 相 当 額 （ 本 来 分 ） （①+③）×５％ 79,879千円 

⑥ 調 整 交 付 金 見 込 額 ３年間推計 132,866千円 

⑦ 調整交付金による保険料軽減額 ⑥－⑤ 52,987千円 

⑧ 保 険 料 収 納 必 要 額 ④－⑦ 329,224千円 

⑨ 予 定 保 険 料 収 納 率   99％ 

⑩ 保 険 料 収 納 必 要 総 額 ⑧×⑨ 325,931千円 

⑪ 被 保 険 者 数 ３年合計 4,864人 

⑫ 所得段階別加入割合補正後被保険者数 ３年合計 4,138人 

⑬ 基 準 保 険 料 見 込 額 ⑩÷⑫÷12カ月 6,564円 
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積算の結果、第９期における第１号被保険者の基準保険料は、国の基準に基づき積

算すると 6,564 円となりますが、介護給付費準備基金の積立状況と被保険者の負担

増を考慮し、現行（第８期）の保険料 5,600円を維持することとします。 

なお、国の基準に基づいた 6,564 円との差額 964 円によって生じる財源の不足に

ついては、介護給付費準備基金を取り崩すことで対応しますが、第８期計画時の取崩

見込額である約 14,000千円と比較して、取崩見込額が約 47,000千円と約 33,000千

円の増額となっております。 

また、第９期最終年度末時点で 59,000千円以上の基金残高が見込めます。 

次期計画（第 10期）においては、給付費の状況や準備基金の残高を考慮しながら

保険料を決定します。 

 

（介護給付費準備基金を活用した場合の積算） 

項  目 計 算 式 結 果 

① 標 準 給 付 費 見 込 額   1,551,870千円 

② 地 域 支 援 事 業 費   109,920千円 

③ （地域支援事業のうち総合事業分）   45,712千円 

④ 第 １ 号 被 保 険 者 負 担 分 相 当 額 （①＋②）×２３％ 382,211千円 

⑤ 調 整 交 付 金 相 当 額 （ 本 来 分 ） （①+③）×５％ 79,879千円 

⑥ 調 整 交 付 金 見 込 額 ３年間推計 132,866千円 

⑦ 調整交付金による保険料軽減額 ⑥－⑤ 52,987千円 

⑧ 保 険 料 収 納 必 要 額 ④－⑦ 329,224千円 

⑨ 予 定 保 険 料 収 納 率   99％ 

⑩ 保 険 料 収 納 必 要 総 額 ⑧×⑨ 325,931千円 

⑪ 被 保 険 者 数 ３年合計 4,864人 

⑫ 所得段階別加入割合補正後被保険者数 ３年合計 4,138人 

⑬ 
介護給付費準備基金活用による必要額 

（令和５年度末残高見込み ） 
⑩-47,000千円 278,931千円 

⑭ 基 準 保 険 料 見 込 額 ⑬÷⑫÷12カ月 5,617円 
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【 介護給付費準備基金の推移（参考） 】 

  第６期計画以降の推計では、給付費が毎年増えていくとしていましたが、計画した

ほどの増加がなく、毎年度基金を積み立てることとなりました。 

令和５年度においても積立額が見込まれ、令和５年度末残高は 106,753 千円とな

る見込みであります。 

 

（介護給付費準備基金の状況）                  単位：円 

 年   度 期首残高 積立額（収入） 支消額（支出） 期末残高 

第
６
期 

平成27年度 33,400,000 13,246,000 33,400,000 13,246,000 

平成28年度 13,246,000 6,249,000 0 19,495,000 

平成29年度 19,495,000 13,525,000 0 33,020,000 

第
７
期 

平成30年度 33,020,000 19,290,000 0 52,310,000 

令和元年度 52,310,000 12,579,000 0 64,889,000 

令和２年度 64,889,000 8,492,000 0 73,381,000 

第
８
期 

令和３年度 73,381,000 9,412,000 0 82,793,000 

令和４年度 82,793,000 11,689,000 0 94,482,000 

令和５年度 

（見込額） 
94,482,000 12,091,000 0 106,573,000 

第
９
期 

令和６年度 

（見込額） 
106,573,000 0 15,000,000 91,573,000 

令和７年度 

（見込額） 
91,573,000 0 15,000,000 76,573,000 

令和８年度 

（見込額） 
76,573,000 0 17,000,000 59,573,000 
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（５）所得段階別の保険料 

前記（４）から、第９期介護保険事業計画期間における所得段階別の保険料は次の

とおりです。 

区  分 対基準 月  額 年  額 

第１段階 
世帯非課税で生活保護、老齢福祉年
金又は本人収入 80万円 

0.445 2,490円 29,880円 

第２段階 
世帯非課税で本人収入 80 万円超え
120万円以下 

0.685 3,830円 45,960円 

第３段階 
世帯非課税で本人収入 120万円超 

0.690 3,860円 46,320円 

第４段階 
世帯課税で本人非課税かつ本人収入
80万円以下 

0.900 5,040円 60,480円 

第５段階 
世帯課税で本人非課税かつ本人収入
80万円超 

1.000 5,600円 67,200円 

第６段階 基準所得 120万円未満 1.200 6,720円 80,640円 

第７段階 基準所得 120万円以上 210万円未満 1.300 7,280円 87,360円 

第８段階 基準所得 210万円以上 320万円未満 1.500 8,400円 100,800円 

第９段階 基準所得 320万円以上 420万円未満 1.700 9,520円 114,240円 

第 10段階 基準所得 420万円以上 520万円未満 1.900 10,640円 127,680円 

第 11段階 基準所得 520万円以上 620万円未満 2.100 11,760円 141,120円 

第 12段階 基準所得 620万円以上 720万円未満 2.300 12,880円 154,560円 

第 13段階 基準所得 720万円以上 2.400 13,440円 161,280円 

※「課税、非課税」は当該年度の町民税を表す。 
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＜軽減措置実施後＞ 

 

 

区  分 対基準 年  額 

第１段階 
世帯非課税で生活保護、老齢福祉年
金又は本人収入 80万円 0.285 19,160円 

第２段階 
世帯非課税で本人収入 80 万円超え
120万円以下 0.485 32,600円 

第３段階 
世帯非課税で本人収入 120万円超 

0.685 46,040円 

第４段階 
世帯課税で本人非課税かつ本人収入
80万円以下 0.900 60,480円 

第５段階 
世帯課税で本人非課税かつ本人収入
80万円超 1.000 67,200円 

第６段階 基準所得 120万円未満 1.200 80,640円 

第７段階 基準所得 120万円以上 210万円未満 1.300 87,360円 

第８段階 基準所得 210万円以上 320万円未満 1.500 100,800円 

第９段階 基準所得 320万円以上 420万円未満 1.700 114,240円 

第 10段階 基準所得 420万円以上 520万円未満 1.900 127,680円 

第 11段階 基準所得 520万円以上 620万円未満 2.100 141,120円 

第 12段階 基準所得 620万円以上 720万円未満 2.300 154,560円 

第 13段階 基準所得 720万円以上 2.400 161,280円 

※軽減措置とは、低所得者の保険料負担を軽減するためのもので、町民税非課税に該

当する第１段階から第３段階の保険料を減額するものです。 
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（６）第８期（Ｒ３～Ｒ５）の所得段階別の保険料（参考） 

   ※軽減措置実施後 

 

階  層 所 得 区 分 対基準 月  額 年  額 

第１段階 
世帯非課税で生活保護、老齢福祉年金
又は本人収入 80万円 

0.300 1,680円 20,160円 

第２段階 
世帯非課税で本人収入 80万円超え 120
万円以下 

0.500 2,800円 33,600円 

第３段階 世帯非課税で本人収入 120万円超 0.700 3,920円 47,040円 

第４段階 
世帯課税で本人非課税かつ本人収入 
80万円以下 

0.900 5,040円 60,480円 

第５段階 
世帯課税で本人非課税かつ本人収入 
80万円超 

1.000 5,600円 67,200円 

第６段階 基準所得 120万円未満 1.200 6,720円 80,640円 

第７段階 基準所得 120万円以上 210万円未満 1.300 7,280円 87,360円 

第８段階 基準所得 210万円以上 320万円未満 1.500 8,400円 100,800円 

第９段階 基準所得 320万円以上 1.700 9,520円 114,240円 

※「課税、非課税」は当該年度の町民税を表す。 
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【資料】 

 

１ 福島町介護保険運営協議会における協議経緯 

 

日  程 内     容 

令和５年８月 31 日 

第１回福島町介護保険運営協議会 

報告第１号 令和４年度介護保険特別会計（保険事業勘定）決算について 

報告第２号 令和４年度介護保険特別会計（サービス事業勘定）決算について  

報告第３号 福島町介護保険条例の一部を改正する条例 

議案第１号 令和５年度介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（案）について 

令和６年１月１５日 

第２回福島町介護保険運営協議会 

議案第１号 第９期介護保険計画における介護給付費の推計と保険料の積算ついて 

議案第２号 答申書（案）について 

令和６年２月１３日 第３回福島町介護保険運営協議会 

令和６年２月１６日 町議会経済福祉常任委員会 

                           

 

２ 福島町介護保険運営協議会委員名簿         （令和５年 12月現在） 

氏  名 委員区分 備   考 

小笠原   実 

第１号委員 

（保健・医療・福

祉の識見委員） 

福島町三師会 

上 嶋 秀 司 福島町三師会 

櫻 庭 節 子 福島町民生委員協議会 

山 辺   篤 特別養護老人ホーム陽光園 

中 村 辰 雄 福島町社会福祉協議会 

寺 澤 ふ さ 
第２号委員（被保

険者代表委員） 

有限会社スマイル 

花 田 春 夫 福島町町内会連合会 

堀   繁 子 ふくしま町女性の会 

福 士 公 子 第３号委員 

（公募） 

公募（家族介護経験者） 

柏 木 富美子 公募（家族介護経験者） 

 

 

  



- 48 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 49 - 

 

資 料  

 

 

 

 

 

 

３ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

（結果） 
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介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果            

 

（１）調査概要 

 

 第９期介護保険事業計画策定にあたって、要介護状態になる前の高齢者について、

要介護状態になるリスクの発生状況、社会参加の状況などを把握し、地域の抱える課

題を特定することを目的に、国の示す調査手法に基づき、介護予防・日常生活圏域ニ

ーズ調査を実施しました。 

 

 ■調査方法 

対 象 者 介護保険該当被保険者の内、要介護認定者以外の者 

抽出方法 無作為抽出 

調査時期 令和５年５月～７月 

調査方法 郵送による配布・回答 

 

 ■配布数・回答率 

配布数（票） 回答数 回答率（％） 

900 530 58.9 

 

（２）家族構成について 

  回答総数 530名のうち 525名の回答がありました。 

  回答のうち、「夫婦２人暮らし（配偶者 65歳以上）」が最も多く 231名（44.0％）を

占めており、次いで「一人暮らし」が 149名（28.4％）となっております。 
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 「普段の生活で誰かの介護・介助が必要ですか」との問いには 545名が回答し、

「介護・介助は必要ない」が最も多く 434名（83.6％）、「現在、何らかの介護を受け

ている（介護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）」は 27名

（5.2％）となっております。 

 

 

 

（３）からだを動かすことについて 

 

 「階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか」の問いには 520名が回答し、

「できるし、している」が最も多く 318名（61.2％）となっていますが、次いで「で

きない」が 111名（21.3％）となっています。 
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 「椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか」との問いには

525名が回答し、「できるし、している」が最も多く 409名（77.9％）、次いで「でき

ない」が 74名（14.1％）となっています。 

 

 

 

 「転倒に対する不安は大きいですか」の問いには 498名が回答し、「やや不安であ

る」が最も多く 188名（37.8％）、次いで「あまり不安でない」が 140名（28.1％）

となっています。 

 「とても不安である」「やや不安である」と回答した人は 279名（56.0％）となっ

ています。 
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（４）毎日の生活について 

 

 「物忘れが多いと感じますか」との問いには 511名が回答し、「はい」が 285名

（55.8％）、「いいえ」が 226名（44.2％）となっています。 

 

 

 

 「バスや電車を使って 1人で外出していますか（自家用車でも可）」の問いには 518

名が回答し、「できるし、している」が最も多く 371名（71.6％）、「できない」は 43

名（8.3％）となっています。 
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（５）地域での活動について 

 

 「地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、い

きいきした地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に参加してみたいと思い

ますか」との問いには 461名が回答し、「既に参加している」が 18名（3.9％）で最

も少なく、「是非参加したい」も 24名（5.2％）と消極的な回答となりました。 
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た地域づくりを進めるとしたら、あなたはそ

の活動に参加してみたいと思いますか
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（６）健康について 

 

 「現在治療中、または後遺症のある病気はありますか」との問いには、1,011の回

答（複数回答可）があり、回答のうち「高血圧」が最も多く 287（28.4％）、次いで糖

尿病、筋骨格の病気が同数で 97（9.6％）、目の病気が 90（9.6％）となっています。 

 「ない」と回答したのは 52（5.1％）となっています。 
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耳の病気

その他

現在治療中、または後遺症のある病気はありますか
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（７）認知症にかかる相談窓口の把握について 

 

 「認知症の症状がある又は家族に認知症がある人がいますか」の問いには 492名が

回答し、「はい」が 63名（12.8％）となっています。 

 

 

 

 

 「認知症に関する相談窓口を知っていますか」の問いには 497名が回答し、「は

い」が 127名（25.6％）となっています。 
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